
『福岡市公衆浴場法施行条例』 
『福岡市旅館業法施行条例』 

を改正しました。 
公衆浴場等における混浴に関するトラブルを防止するとともに、子どもたちの望

まない混浴を回避するために、国の指針「公衆浴場における衛生等管理要領」が改

正され、本市もその趣旨を踏まえ、条例の改正を行いました。 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公衆浴場法施設，旅館業法施設に関するお問い合わせ先 
（各区保健福祉センター衛生課環境係） 
東区 092-645-1112 博多区 092-419-1125 中央区 092-761-7351 
南区 092-559-5161 城南区 092-831-4219 早良区 092-851-6602 
西区 092-895-7094  

公衆浴場やホテルの大浴場等における 
混浴トラブル防止などのために、 

男女の制限年齢を引き下げました。 
 

「１０歳以上の男女を混浴させないこと。」 
 
 
 

「７歳以上の男女を混浴させないこと。」 

－令和３年７月１日から変わります－ 

快適に公衆浴場等を利用できるよう皆さまの 
ご理解とご協力をお願します。 


